令和２年度公共施設状況調査　新旧対照表
（ 都道府県分 ・ 市町村分 　作成要領 ・ 調査表 ・ その他 ）
	作成要領及び注意事項：P.３

	旧
	新

	(1)～(3)　＜略＞
(4)　　各施設の「専任職員数」には、当該施設に勤務することを本務とする職員数（管理・運営を委託している場合の委託先の職員を含む。）を入力するものであり、常時本庁に勤務していながら施設の事務を行う職員や当該施設以外の施設等に常時勤務していて当該施設の長を兼務している職員等は含めないこと。なお、常勤的な臨時職員（常時勤務に服することを要する職員について定められている勤務時間以上勤務することとして定められている者で、その勤務した日（法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。）が18日以上ある月が引き続き12箇月を超えるものをいう。）を含めること。
　 　　なお、指定管理者制度を導入している施設の職員についても、この条件を満たしていれば、専任職員として計上すること。


	(1)～(3)　＜略＞
(4)　　各施設の「専任職員数」には、当該施設に勤務することを本務とする職員数（管理・運営を委託している場合の委託先の職員を含む。）を入力するものであり、常時本庁に勤務していながら施設の事務を行う職員や当該施設以外の施設等に常時勤務していて当該施設の長を兼務している職員等は含めないこと。なお、常時勤務を要する職以外の者で、常時勤務を要する職について定められている勤務時間以上勤務することと定められており、その勤務した日（法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。）が18日以上ある月が引き続き12箇月を超えるものを含めること。
　 　　なお、指定管理者制度を導入している施設の職員についても、この条件を満たしていれば、専任職員として計上すること。



令和２年度公共施設状況調査　新旧対照表
（ 都道府県分 ・ 市町村分 　作成要領 ・ 調査表 ・ その他 ）
	１１　下水道等（調査表09表）：P.１２

	旧
	新

	(1)～(9)　＜略＞
(10)　合併処理浄化槽
ア　「合併処理浄化槽処理人口」には、住宅施設関係の合併処理浄化槽を利用している人口を入力すること。
イ　「うち特定地域生活排水処理施設に係るもの」には、「合併処理浄化槽処理人口」のうち、浄化槽市町村整備推進事業実施要綱、循環型社会形成推進交付金交付要綱又は汚水処理施設整備交付金交付要綱による特定地域生活排水処理事業に係る個別合併処理浄化槽の処理人口を入力すること。

＜以下、略＞

	(1)～(9)　＜略＞
(10)　合併処理浄化槽
ア　「合併処理浄化槽処理人口」には、住宅施設関係の合併処理浄化槽を利用している人口を入力すること。
イ　「うち特定地域生活排水処理施設に係るもの」には、「合併処理浄化槽処理人口」のうち、公共浄化槽等市町村整備推進事業実施要綱、循環型社会形成推進交付金交付要綱又は汚水処理施設整備交付金交付要綱による特定地域生活排水処理事業に係る個別合併処理浄化槽の処理人口を入力すること。

＜以下、略＞




[bookmark: _GoBack]令和２年度公共施設状況調査　新旧対照表
（ 都道府県分 ・ 市町村分 　作成要領 ・ 調査表 ・ その他 ）
	１６　市町村立施設（調査表18表）：P.１６

	旧
	新

	(1)～(13)　＜略＞
(14)　「青年の家・自然の家」には、社会教育法第３条の規定により設置している青年の家、少年自然の家について入力すること。

＜以下、略＞

	(1)～(13)　＜略＞
(14)　「青年の家・自然の家」には、社会教育法第３条の規定により設置している青年の家、少年自然の家について入力すること。また、「面積」には建物延面積を入力すること。

＜以下、略＞
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